
 

地方分権の推進に関する決議 

 
真 の 地 方 分 権 を 実 現 し 、 個 性 豊 か で 活 力 に 満 ち た 地 域

社 会 を 形 成 す る こ と が 重 要 な 課 題 と な っ て お り 、 こ れ は

世 界 の 潮 流 で あ る 。  

国 と 地 方 の 役 割 分 担 を 明 確 化 す る と と も に 、 自 己 決 定

と 自 己 責 任 の 原 則 を 徹 底 す る 地 方 分 権 改 革 に つ い て は 、

平 成 １ ２ 年 の 地 方 分 権 一 括 法 の 施 行 を 経 て 、 各 地 域 に お

い て 着 実 な 取 組 み を 行 っ て い る と こ ろ で あ る 。  

現 在 、 分 権 型 社 会 の 実 現 を 目 指 し 、 地 方 行 財 政 全 般 に

わ た り 地 方 自 治 の 将 来 の あ り 方 な ど 、 今 後 の 都 市 行 財 政

の 運 営 に と っ て 極 め て 大 き な 影 響 を 及 ぼ す こ と と な る 諸

改 革 に つ い て の 審 議 が 各 方 面 で 行 わ れ て い る 。  

都 市 自 治 体 は 、 住 民 に 最 も 身 近 な 行 政 主 体 と し て 、 住

民 福 祉 の 向 上 の た め 教 育 、 福 祉 等 幅 広 い 分 野 に わ た っ て

極 め て 重 要 な 役 割 を 果 た し て き た と こ ろ で あ り 、 今 後 と

も 住 民 の 負 託 に 応 え ら れ る よ う 徹 底 し た 行 財 政 改 革 に 積

極 的 に 取 り 組 む な ど 行 政 体 制 の 整 備・確 立 を 図 り 、自 主・

自 立 の 分 権 型 地 域 社 会 の 実 現 に 向 け 、 最 大 限 努 力 し て い

く 所 存 で あ る 。  

よ っ て 、 国 に お い て は 、 下 記 事 項 に つ い て 必 要 な 措 置

を 講 じ る よ う 強 く 要 請 す る 。  

 

記  

 

１ ． 第 二 次 地 方 分 権 改 革 に 当 た っ て は 、 地 方 分 権 の 担 い

手 と し て の 都 市 に お い て 、 総 合 的 な 行 政 運 営 が 可 能 と

な る よ う 、 地 方 分 権 改 革 の 残 さ れ た 最 大 の 課 題 で あ る

税 源 移 譲 等 に よ る 都 市 財 政 基 盤 の 充 実 強 化 を 図 る こ と 。 

 



２ ． 都 市 自 治 体 が 、 安 全 で 安 心 な 地 域 社 会 を 形 成 し て い

く こ と が で き る よ う 、 人 口 規 模 等 に 応 じ て 、 都 市 計 画

や 農 地 転 用 な ど ま ち づ く り を は じ め と す る 事 務 ・ 事 業

の 更 な る 移 譲 を 推 進 す る と と も に 、 さ ま ざ ま な 国 の 関

与 の 廃 止 、 縮 減 を 一 層 進 め る こ と 。  

３ ． 市 町 村 合 併 の 推 進 に 当 た っ て は 、 自 主 的 合 併 が 円 滑

に 進 展 す る よ う 、 適 確 な 情 報 の 提 供 を さ ら に 強 化 す る

と と も に 、 社 会 的 、 経 済 的 な 地 域 の 実 態 や 合 併 後 の 行

政 運 営 を 十 分 考 慮 し 、 適 切 な 財 政 支 援 措 置 等 を 講 ず る

こ と 。  

ま た 、 合 併 特 例 法 に よ る 財 政 支 援 等 に つ い て は 、 期

限 ま で に 手 続 き が 一 定 段 階 ま で 進 ん で い た も の に つ い

て 経 過 措 置 を 講 ず る こ と 。  

 

 以 上 決 議 す る 。  
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